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１．事業の現況

（１）

① 給　水

人

人

② 施　設　

％施 設 能 力

供 用 開 始 年 月 日

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

㎥／日 施 設 利 用 率

調整池設置数

計 画 給 水 人 口 958,800

現 在 給 水 人 口 1,014,011

244,000 60.62

全部適用

昭和５５年　７月　１日

※上記給水人口は受水市町の給水人口の計

水 源

施 設 数 ｋｍ

　　手取川ダム

浄水場設置数

6
管 路 延 長

1
232

　石川県水道用水供給事業は、県内市町村での水需要の高まりと地盤沈下、地下水の枯渇の不安により市町村からの県に対する水源確保の
強い要望を受け、昭和４１年から手取川総合開発事業の一環として進められ、手取川ダムを水源として昭和５５年７月から一部給水を開始しま
した。
　現在は七尾市以南の９市４町（金沢市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、津幡町、内灘町、宝達志水
町、中能登町）に水道用水を供給しています。

　　水源の手取川ダムは、水道用水の供給のほかに、洪水調整（治水）、発電を目的とした多目的ダムであり、１日最大４４０，０００㎥を供給で
きる水を確保しています。
　ダム下流の手取川から取水した水を鶴来浄水場へ送り、急速ろ過処理により浄水しています。
　浄水処理された水道用水は、送水管で各受水市町へ自然流下で送水し、２０箇所の供給点施設で９市４町へ供給しています。
　鶴来浄水場の施設能力は一日最大２４４，０００㎥/日となっています。

事業の概要
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③ 料　金

料金体系の
概要・考え方

・給水料金は、給水原価を勘案するとともに、将来的な事業の経営や、受水市町の水道料金への影響を考
慮して単価を設定しています。
　これまでに一般会計から無利子の貸付等や、企業債の借り換えによる経費縮減により、料金の抑制を図
るとともに、加賀・能登の地区別料金格差の縮小・解消を行ってきました。
　現在の給水単価　９９円／㎥（税抜き）

【水道料金の推移】

　※１期地区（金沢市、小松市、加賀市、旧松任市、旧鶴来町、旧野々市町、津幡町、旧高松町、
　　　　　　　旧七塚町、旧宇ノ気町、内灘町、旧押水町）
　　２期地区（旧七尾市、羽咋市、旧鹿西町、旧能登島町）

・施設の維持・管理費用を賄うために、受水市町が最低限引き受ける水量（責任水量）を設定し、これを
もとに料金を徴収しています。
　受水市町と協議の上、県水の給水開始以来、受水市町との間で締結した受給水協定に基づく協定水量の
７０％に設定していましたが、受水市町の施設の耐震化・老朽化対策を推進し、県民生活の安全・安心を
確保するため、中長期的な視点に立って検討した結果、平成２７年４月から責任水量を７０％から６０％
に引き下げました。

平成２２年　７月　１日料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

Ｓ５５～ Ｓ５８～ Ｓ６１～ Ｈ元～ Ｈ４～ Ｈ７～ Ｈ１０ Ｈ１５～ Ｈ２３～

１期地区 70    90    100    109    114    124    

２期地区 155    160    150    134    
99    給水料金

年度

134    119    
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④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞

（R7.4.1現在）

職種 技能

事務所別 事務 技術 労務職

4人 4人 1人 9人

2人 5人 7人

3人 29人 3人 7人 42人

9人 38人 3人 8人 58人

（２）

　土木部に水道企業課を設置して水道用水供給事業の経営管理、計画策定等の業務にあたるほか、出先機関として手取川水道事務所
を設置し、浄水場などの運営管理を行うことで、水道用水の供給業務を行っています。
　また、水道企業課内に送水管耐震化推進室を設置し、送水管の耐震化推進事業（２系統化）を行っています。

これまでの主な経営健全化の取組

　水道用水供給事業は、昭和５５年の供給開始以来、累積欠損金を解消できない状況が続くという厳しい経営状況でありましたが、県
民の家計負担の軽減を図るため、平成１５年と平成２２年に給水単価の引き下げを行ったほか、平成２７年に責任水量を７０％から６
０％に引き下げました。
　これらは、大幅な減収を伴うものでありましたが、一般会計からの財政支援のほか、企業債の借り換えによる支払利息の軽減や、人
件費の削減等を行うことで、経営の健全化に取り組んできました。

合計

行政職
合計その他

水道企業課

送水管耐震化推進室

手取川水道事務所

土木部 水道企業課 手取川水道事務所

送水管耐震化推進室
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（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析（経営比較分析表（R6年度決算））

①　 経営の状況

平成24年度以降100％以上を維持し、収益が費用を上

回る状況が続いています。

累積欠損金比率は、平成29年度に累積欠損金が解消

してから、0％を維持しています。

流動比率は、近年低下傾向でしたが、令和６年度は上

昇し、目安となる100％以上を維持しています。
企業債残高対給水収益比率は、各年度の送水管耐震

化(２系統化)事業に係る借入により、類似団体と比較し

て高い傾向にあります。

経常損益 累積欠損

支払能力 債務残高

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）－

■
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料金水準の適切性 費用の効率性

施設の効率性 配水の効率性

施設利用率は、施設能力(≒協定水量)に対して概ね責

任水量相当の60%程度の値で推移しています。

有収率は、100％に近い値で推移しており、効率的な給水

ができている状況を示しています。

給水原価は、ほぼ横ばいとなっています。料金回収率は、令和３年度以降100％を上回っており、

給水に係る費用を給水収益で賄えています。
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②　資産の老朽化の状況

【全体総括】
　平成２４年度以降、単年度黒字を維持し、平成２９年度に累積欠損金を解消しましたが、昭和５５年の給水開始から４０年以上が
経過し、各種設備の老朽化が進んでいます。
　特に送水管については、既設送水管とは別ルートで耐震性の高い送水管を整備する送水管耐震化事業(２系統化事業)を推進してい
るところであり、今後、企業債償還や減価償却費の増加が見込まれるため、さらなる経営健全化に取り組んでいきます。

有形固定資産減価償却率は、類似団体と比較

し高い傾向にあり保有資産のうち法定耐用年

数に近づいている資産の割合が増加している

ことを示しています。

施設全体の減価償却の状況 法定耐用年数を超えた管路延長の割合 管路の更新投資の実施状況

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

法定耐用年数を経過した管路が増加する傾向にあることから、送水管耐震化事業（２系統化事業）を推

進するとともに、既設管についても、老朽化状況の調査を行っています。

管路経年化率は、類似団体と比較して高い傾向にあります。
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（４）将来の事業環境

①

②

　受水市町との協定により県水の１日最大給水量（協定水量）は２４３，８６０㎥／日、責任水量は協定水量の６０％となってお
り、県水を市町が受水する水量はほぼ同量で推移する見込みです。なお、平成２７年度に責任水量を協定水量の７０％から６０％
に引き下げたため減少しました。
　なお、現在の協定では令和１７年度までは協定水量は据え置きとなっています。

　石川県の給水人口は、令和３年度の１，１０２千人から令和５年度には１，０８８千人に減少し、その後も徐々に減少していく
と推計しています。
　県水の受水市町の給水人口は、平成２９年１月に能美市への給水を開始したため増加しましたが、その後は石川県の給水人口の
減少に伴い、徐々に減少していくと推計しています。

給水人口の予測

水需要の予測

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

給水人口の推移 県全体 受水市町

実績 推計

※令和５年度までの実績値は石「川県水道統計概要」より

※令和６年度以降の推計値は「石川県水道広域化推進プラン」(令和5年3月策定)より
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③

（５）

　給水料金は、将来にわたる維持管理費や投資計画、企業債の償還等を勘案したうえで、受水市町の水道料金に与える影響を考慮し
て、一般会計からの操出金を受け入れるなど、料金の抑制を図ってきました。
　また、県民の家計負担の軽減を図るため、平成１５年と平成２２年の２度にわたり、料金単価を引き下げを行いました。さらに、
受水市町の水道事業の経営の悪化が懸念される中で、市町における施設の老朽化対策をすすめるため、平成２７年度には責任水量を
７０％から６０％に引き下げました。

　県水事業の将来にわたっての健全経営の確保のため、給水料金、責任水量は現状を維持することとしており、料金収入は横ばいと
なる見込となっています。

　現在の職員の年齢構成をみると、技術職員の平均年齢が令和６年度末現在で44 歳となっており、熟練職員の退職が進むため、組
織体制の維持が課題となります。適切に水道事業を運営していくため、研修などにより技術の伝承に努めるなど人事部門と連携し、
人材の確保に努めます。

組織の見通し

料金収入の見通し

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

（千円） 料金収入の推移
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画

（１） 財政計画（収益的収支）・投資計画（資本的収支）　：　 別　紙　の　と　お　り

　将来にわたり「安全」で「安心」できる水を「安定」して供給するため、今後も効率的な経営を継続しつつ、施設設備の老朽化対
策や耐震化の推進に取り組みます。

（２）財政計画（収益的収支）・投資計画（資本的収支）の策定に当たっての説明

　　 施設・設備の整備・更新方針

給水料金、責任水量を維持することで一定の収入

を確保します。

また、収入見込みにあわせて、計画的に各年度に

費用を配分し、収支の均衡を図ります。

財政計画（収益的収支）

優先度を考慮して、修繕費を

財政計画に反映します。

構造物
（沈澱池等）

保有資産：20,675百万円

当面の使用に耐えうるた

め、修繕により長寿命化

建築設備
（建物・空調等）

保有資産：5,012百万円

当面の使用に耐えうるた

め、部品交換や修繕に

より長寿命化

既設管
（導水管・送水管等）

保有資産：57,423百万円

現状での更新は大規模

な断水を伴うため、２系

統化事業を優先的に実

施

電気設備
（発電設備・計器等）

保有資産：11,315百万円

更新履歴、重要度をもと

に、目標耐用年数を設定

し、順次更新

機械設備
（ポンプ・ゲート等）

保有資産：4,944百万円

設備の健全度の低下時

期をもとに、目標耐用年

数を設定し、順次更新

以下の通り財源を確保し、計画的に整備・更新を実施します。

２系統化事業・・整備費用が多額となるため、企業債を利用し、各年度の

費用負担を平準化します。

その他の整備・・極力自己資金を利用することで、企業債残高を抑制します。

投資計画 （資本的収支）

設備ごとの総工事費や計画期間を踏まえ、

適切な財源を考慮し、投資計画に反映します。
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〇 送水管耐震化事業（２系統化事業）

既設送水管は延長１８４ｋｍにおよび、１系統しかないことから、更新する場合

は大規模な断水が生じます。これらの送水管は供用開始から概ね４０年以上が経過

し、老朽化が進んでいます。

平成１９年に発生した能登半島地震を契機に、平成２２年度から送水管耐震化

事業（２系統化）に取り組んでいます。

これにより、既設送水管とは別ルートで耐震性の高い送水管を整備し、２系統化

することにより代替性を確保するほか、既設送水管の更新も可能となります。

また、令和６年能登半島地震では、七尾市内で既設送水管の継手が外れる被害が

発生しましたが、並行する耐震管には被害がありませんでした。このことから、

送水管耐震化事業の早期完成を目指します。

＜事業計画＞

・計画延長 約１３０ｋｍ

・事業期間 平成２２年度～令和１２年度

なお、既設送水管は法定耐用年数を超えた使用が可能と判断

されることから、更新基準を定めたうえで、バルブの交換など

の修繕を行う長寿命化対策を実施しながら順次更新します。

59% 60%
71%

76% 77%
71% 70% 69%

64% 60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２

管路経年化率
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○電気設備の更新について
　県水事業の開始以来、電気設備の保有資産額は１１，３１５百万円におよび、
水道用水の安定供給のためには、電気設備を計画的に更新していく必要がありま
す。
　令和１２年度には、これら電気設備のうち法定耐用年数を超過する資産額は
８，６５２百万円にのぼりますが、右表に示す目標耐用年数を超過する資産額は
５，０６４百万円となります。

　設備の更新にあたっては、水道用水の供給を持続しながら更新工事を行う必要
があるため、耐用年数を超過する全ての設備を毎回更新することは非常に困難で
す。そのため、これら電気設備の更新においても、設備の重要度により更新の優
先順序を決め、設備毎に更新時期の調整を図ることで、計画的な更新を実施して
います。
　令和８年から令和１２年にかけては、現在の物価変動等を考慮して、次図のと
おり電気設備の更新を予定しています。

0

3,000

6,000

9,000

12,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

法定耐用年数を超過する保有資産額（百万円）

目標耐用年数超過資産 法定耐用年数超過資産

保有資産額（電気設備）

0
300
600
900

1,200
1,500

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

電気設備の更新費用（百万円）

投資額（改良費）計画 投資額（改良費）実績

設備区分 目標耐用年数

監視制御設備 １５～３０年
特別高圧電気設備 ４０年
高圧電気設備 ４０年
非常用発電設備 ３０年
計装設備 １５～１６年
低圧設備 ３０年

表 - 電気設備の目標耐用年数

など

監視制御設備（中央監視制御設備）

受変電設備（ポンプ棟）
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○機械設備の更新について
　県水事業の開始以来、機械設備の保有資産額は４，９４４百万円におよび、水
道用水の安定供給のためには、機械設備を計画的に更新していく必要がありま
す。
　令和１２年度には、これら機械設備のうち法定耐用年数を超過する資産額は
４，３５０百万円にのぼりますが、右表に示す目標耐用年数を超過する資産額は
１，３００百万円となります。

　設備の更新にあたっては、水道用水の供給を持続しながら更新工事を行う必要
があるため、耐用年数を超過する全ての設備を毎回更新することは非常に困難で
す。そのため、これら機械設備の更新においては、設備の重要度により更新の優
先順序を決め、設備毎に更新時期の調整を図ることで、計画的な更新を実施して
います。
　令和８年から令和１２年にかけては、現在の物価変動等を考慮して、次図のと
おり機械設備の更新を予定しています。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

法定耐用年数を超過する保有資産額（百万円）
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機械設備の更新費用（百万円）

投資額（改良費）計画 投資額（改良費）実績

設備区分 目標耐用年数
ポンプ設備 １５～４０年
水処理機械設備 ３０～４５年
薬品注入設備 ３０～４５年
弁体門扉設備 ４５年
汚泥処理設備 ４５年
クレーン設備 ４５年

表 - 機械設備の目標耐用年数

など

ポンプ設備（取水ポンプ）

水処理機械設備（沈澱池汚泥掻寄機）
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４．受水市町との連携

５．その他の運営に関すること

　今後、石川県の受水市町は、給水人口の減少に連動した水需要の減少に加え、施設の老朽化が進み維持管理費用が増加すること
で、経営環境が厳しさを増していくため、さらなる経営効率化・経営基盤強化が求められており、広域連携も有効な解決方法の一つ
として、市町で検討が進められています。
　平成２９年度より、県及び市町の財政･水道担当課を構成員とした水道事業広域連携会議に県水事業を担当する水道企業課も参加
しており、市町の広域連携の取り組みに協力していきます。
　また、受水市町の設備更新時には市町の自己水から県水への切り替えを提案するなど、県水の積極的な利用を働きかけます。

【施設の維持管理体制の充実】
　浄水場及び送水管路等の維持管理については、定期的に施設点検を実施するとともに、計画的に修繕を実施し、水道用水の安定的な
供給に努めます。

【水質管理の強化】
　安全・安心な水道用水を供給するため、水質検査・水質管理に関する基本的事項を定めており、必要な各種マニュアルを整備するこ
とで水質管理体制の強化を図っています。また、水道法に基づく「石川県水道用水供給事業水質検査計画」を毎年作成するとともに、
水質検査結果を石川県ホームページにて毎月公開し、より良い水道水の供給に努めています。

【運転監視業務の民間委託】
　平成２６年４月からは、浄水場運転監視業務を民間に委託しています。運転監視業務は１日２交代の５班１０名体制で実施していま
すが、現在は、そのうち４班８名を委託しております。
　浄水場の機械・電気設備の保守点検などの維持管理業務についても、効率化の観点から、できる限り民間に委託しています。
　
【既設送水管の長寿命化】
　送水管の２系統化が完成した箇所から点検を実施し、バルブや空気弁を順次交換し、送水管の長寿命化を図り、更新費用の平準化を
図ります。
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６．防災に関すること

７．ＤＸ技術等の活用

８．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　毎年、実施状況の評価・検証を行ったうえで、必要に応じて見直しを行います。

【地震防災対策の強化】
　災害時等における対策について、ハード面では、地上施設及び送水管の耐震化に取り組んでいます。また、浄水場及び調整池に応
急給水栓を整備するほか、応急給水用運搬資材を備えています。
　ソフト面では、災害時等に県内１８市町と相互応援を行う協定を結ぶほか、被害の拡大並びに迅速な機能回復を図ることを目的と
して調査、測量、設計の応急調査業務の実施に関して県建設コンサルタント協会、県測量設計業協会、県地質調査業協会と協定を結
んでいます。

【受水市町との連携（災害対策等）】
　受水市町を含む県内１８市町と相互応援を行う協定を結ぶほか、災害等で県水が停止した際に、受水市町が連携して給水対策を行
うために必要な事項を定めています。また、毎年受水市町との担当者会議において意見交換を行っており、今後も連携強化に取り組
みます。令和８年２月１０日に発生した手取川への油流出による県水供給停止事案後に、受水市町等から寄せられた意見を踏まえ、
情報伝達の手段や提供時期等について検討し、情報連絡体制の見直しを行っています。

　将来にわたって安心・安全な水道用水を安定的に供給し続けるためには、社会情勢の変化へ的確に対応することが必要です。
　急速に進展する技術革新に対して、積極的に情報収集を行い、将来的な担い手不足や、より高度・複雑化する施設管理を補完・強化
する手法として、水道事業におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）等の動向を注視し、管路の点検・調査等での活用を検
討します。

（別紙）
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財政計画（収益的収支） （別紙）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 5,291,182 5,290,999 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128
(1) 5,291,182 5,290,999 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0
(3) 0 0 0 0 0 0 0

２． 32,652 40,968 32,840 15,597 9,502 9,502 9,101
(1) 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

(2) 23,577 31,672 32,654 15,411 9,316 9,316 8,915
(3) 9,074 9,296 186 186 186 186 186

(C) 5,323,833 5,331,967 5,319,968 5,302,725 5,296,630 5,296,630 5,296,229
１． 5,160,396 5,088,182 4,972,905 4,895,727 4,828,330 4,748,830 4,715,103
(1) 508,578 483,185 503,537 503,537 503,537 503,537 503,537

209,315 215,393 228,065 228,065 228,065 228,065 228,065
84,076 18,413 19,640 19,640 19,640 19,640 19,640

215,188 249,379 255,832 255,832 255,832 255,832 255,832
(2) 2,427,454 2,551,551 2,333,259 2,357,855 2,199,855 2,194,855 2,195,855

289,545 295,891 358,562 358,562 358,562 358,562 358,562
1,207,133 1,169,346 746,308 750,409 750,409 745,409 746,409

0 0 0 0 0 0 0
930,777 1,086,314 1,228,389 1,248,884 1,090,884 1,090,884 1,090,884

(3) 2,224,364 2,053,446 2,136,110 2,034,335 2,124,939 2,050,438 2,015,711
２． 68,645 167,826 276,892 341,626 405,599 496,468 543,524
(1) 68,568 167,826 276,792 341,526 405,499 496,368 543,424
(2) 77 0 100 100 100 100 100

(D) 5,229,041 5,256,008 5,249,797 5,237,353 5,233,929 5,245,299 5,258,627
(E) 94,792 75,959 70,171 65,372 62,701 51,332 37,603
(F) 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 0 0 0 0 0 0
(H) 0 0 0 0 0 0 0

94,792 75,959 70,171 65,372 62,701 51,332 37,603
(I) 0 0 0 0 0 0 0
(J) 9,030,468 9,298,825 9,774,808 10,316,365 10,628,278 10,886,325 11,115,223

680,559 680,559 680,559 680,559 680,559 680,559 680,559
(K) 8,049,747 7,950,172 7,765,103 8,088,774 8,056,771 7,900,137 7,873,738

2,403,746 2,304,171 2,119,103 2,442,773 2,410,771 2,254,137 2,227,737
0 0 0 0 0 0 0

5,597,191 5,597,191 5,597,191 5,597,191 5,597,191 5,597,191 5,597,191
( I ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(A)-(B) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(L) △ 980,722 △ 1,348,653 △ 2,009,704 △ 2,227,591 △ 2,571,507 △ 2,986,188 △ 3,241,486

(M) 5,291,182 5,290,999 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128

△ 18.5 △ 25.5 △ 38.0 △ 42.1 △ 48.6 △ 56.5 △ 61.3

(N) △ 980,722 △ 1,348,653 △ 2,009,704 △ 2,227,591 △ 2,571,507 △ 2,986,188 △ 3,241,486

(O)

(P) 5,291,182 5,290,999 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128 5,287,128

△ 18.5 △ 25.5 △ 38.0 △ 42.1 △ 48.6 △ 56.5 △ 61.3

令和１２年度令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益

特 別 利 益

動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

収

益

的

収

支

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

う ち 未 払 金

特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率 (（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
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投資計画（資本的収支） （別紙）
（単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 5,163,000 6,972,000 7,183,000 6,540,000 6,540,000 6,540,000 5,025,000

0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0

６． 205,520 98,000 6,000 0 0 0 0

７． 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0

(A) 5,368,520 7,070,000 7,189,000 6,540,000 6,540,000 6,540,000 5,025,000

(B) 0 0 0 0 0 0 0

(C) 5,368,520 7,070,000 7,189,000 6,540,000 6,540,000 6,540,000 5,025,000

１． 5,332,304 7,145,194 7,240,720 6,560,000 6,560,000 6,560,000 5,045,000

55,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

２． 2,399,643 2,403,746 2,304,171 2,119,103 2,442,773 2,410,771 2,254,137

３． 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0

(D) 7,731,946 9,548,940 9,544,891 8,679,103 9,002,773 8,970,771 7,299,137

(E) 2,363,426 2,478,940 2,355,891 2,139,103 2,462,773 2,430,771 2,274,137

１． 1,784,952 1,734,585 1,621,685 1,472,569 1,801,038 1,771,706 1,764,169

２． 98,333 94,792 75,959 70,171 65,372 62,701 51,332

３． 0 0 0 0 0 0 0

４． 480,141 649,563 658,247 596,364 596,364 596,364 458,636

(F) 2,363,426 2,478,940 2,355,891 2,139,103 2,462,773 2,430,771 2,274,137

0 0 0 0 0 0 0

(G) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

(H) 29,109,804 33,678,058 38,556,886 42,977,784 47,075,010 51,204,239 53,975,103

○他会計繰入金

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

令和１２年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

工 事 負 担 金

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　  (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

令和８年度 令和１１年度 令和１２年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

令和９年度

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１０年度
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